
令和７年度 保護者連絡ツール「すぐーる」のご利用にあたって 

京都市立七条中学校 

「すぐーる」で利用できる各機能のご紹介や、ご利用に当たっての留意点などについて、

下表にまとめていますので、ご利用前に必ずご確認いただきますようお願いします。 

なお、ご利用にあたって保護者の金銭的なご負担はありません（※通信料を除く）。 

 

お便りの 

デジタル配信 

・皆様のご登録作業が一定進んだ段階で、保護者へのお知らせは、「すぐーる」

を活用してデジタル配信します。 

・全校・学年・クラス単位の配信だけでなく、宛先を個別に指定して、個別の

ご家庭に対する連絡を配信することもあります。 

・また、京都市教育委員会からのお知らせが届くこともあります。 

・配布文書の内容によっては、引き続き、紙の文書で配付することもございま

すのでご理解をお願いします。 

・なお、未登録の方には、紙の文書で必要な情報をお届けします。 

欠席・遅刻連絡 ・ご登録後、欠席・遅刻・早退についてアプリから連絡いただくことが可能で

す。 

・当日の午前８時 20 分までにご連絡いただくようお願いします。 

・なお、未登録の方は、上記時刻までにお電話にてご連絡ください。 

健康連絡帳 ・ご登録後、朝の健康観察の御提出についてアプリから連絡いただくことが可

能です。 

・当日の午前８時 20 分までにご連絡いただくようお願いします。 

・なお、未登録の方は、紙の健康観察票を配付しますので、そちらをご利用く

ださい。 

・「健康連絡帳」機能は、水泳学習（プール）を実施する時期のみ利用します。

利用を開始する際に改めてご案内します。 

・それ以外の時期は利用しませんので、保護者の皆様のアプリ上も非表示設定

としています。 

アンケート 

日程調整 

・必要に応じて、これらの機能を利用してアンケートや日程調整への回答を依

頼する場合がありますが、日常的にこれらの機能を操作いただくことはあり

ません。 



転校される場合 

の対応 

・年度途中に本校から転出される場合、ご自身で、チャネルの削除を行ってく

ださい。一定期間経過後に削除されていない場合、学校の操作で削除するこ

とがありますのでご了承ください。 

携帯電話の 

機種変更 

・機種変更前に引継コードの発行が必要です。「すぐーる」アプリの「ホーム画

面」＞「   」＞「端末の引き継ぎ」から詳細をご確認ください。 

・万一、引継コードがない状態で新たな端末を登録する必要があるときは、新

たにチャネルへの登録が必要となります。登録に必要な書類がお手元にない

場合は学校までお問い合わせください。 

・なお、メールアドレスによる登録の場合、「マイページ」からメールアドレス

の変更等が可能です。 

アプリの使い方・ 

よくある質問につ

いて 

・「すぐーる」アプリの「ホーム画面」＞「   」から、「アプリの使い方」と「よ

くある質問」及びをいつでもご確認いただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 ・「すぐーる」の操作方法など、利用上の一般的なお困りについては、以下へお

問い合わせください。 

 

＜バイザー株式会社 保護者向け窓口＞ 

  Tel：0570-783-773 （9:00～17:30） 

  ※土日・祝日及び会社休業日を除く月曜～金曜。 

 


